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け
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は
じ
め
に

清
代
、
直
隷
省
京
津
地
方
は
概
ね
三
方
面
の
物
資
流
通
の
結
節
点
で
あ
っ
た
。
第
一
方
面
は
言
う
ま
で
も
な
く
大
運
河
を
経
由
し
た

東
南
諸
省
か
ら
の
物
資
流
入
で
、
国
家
が
運
ぶ
漕
糧
や
商
人
が
運
ぶ
棉
布
・
絹
・
茶
な
ど
が
そ
の
大
宗
を
占
め
て
い
た
。
第
二
方
面
は

山
海
関
を
経
由
し
た
東
北
と
の
交
易
で
、
直
隷
・
山
東
の
粗
布
や
諸
雑
貨
を
移
出
し
、
粟
・
コ
ウ
リ
ャ
ン
・
黒
豆
・
大
豆
な
ど
の
雑
穀

を
移
入
し
て
い
た
。
こ
の
二
方
面
の
交
易
は
、
何
れ
も
北
京
の
外
港
で
あ
る
天
津
を
拠
点
と
し
て
い
た
。
第
三
方
面
は
張
家
口
を
拠
点

と
し
た
塞
北
と
の
交
易
で
、
家
畜
や
獣
皮
を
移
入
し
茶
や
棉
布
を
移
出
し
て
い
た
。
こ
の
交
易
は
内
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
外
モ
ン
ゴ
ル
を
経

て
ロ
シ
ア
に
ま
で
達
し
て
い
た
。

物
資
の
流
通
量
か
ら
見
る
と
、
大
運
河
方
面
が
他
を
圧
倒
し
て
い
た
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
明
清
両
王
朝
は

塞
北
諸
民
族
の
内
地
侵
入
を
防
御
す
る
と
い
う
軍
事
的
観
点
か
ら
、
敢
え
て
経
済
の
中
心
で
あ
る
漢
民
族
居
住
地
域
の
北
辺
に
位
置
す

る
北
京
を
首
都
と
し
た
た
め
、
東
南
諸
省
か
ら
恒
常
的
に
物
資
の
供
給
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
清
代
後
期
に
な
る
と
、
直
隷
南

部
・
山
東
北
西
部
で
移
入
代
替
棉
業
が
勃
興
し
、
粗
布
を
直
隷
北
部
・
山
西
・
東
北
へ
移
出
し
て
替
わ
り
に
雑
穀
を
移
入
す
る
分
業
関
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係
を
基
礎
と
し
た
地
域
経
済
圏
が
形
成
さ
れ
た
が
、東
南
諸
省
か
ら
の
物
資
流
入
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
経
済
力
は
持
て
な
か
っ
た
。

対
東
北
交
易
よ
り
重
要
性
が
高
か
っ
た
の
が
対
塞
北
交
易
で
あ
る
。
後
藤
冨
男
に
よ
る
と
、
明
朝
は
モ
ン
ゴ
ル
人
の
交
易
要
求
に
応

え
て
、
永
楽
四
年
（
一
四

六
）
以
後
、
随
時
馬
市
の
開
催
を
認
め
て
い
た
が
、
隆
慶
五
年
（
一
五
七
一
）
に
は
大
同
と
宣
府
（
張
家

口
堡
）
に
常
設
の
馬
市
が
開
か
れ
た
。
特
に
張
家
口
は
内
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
流
入
す
る
家
畜
の
取
引
市
場
と
し
て
繁
栄
し
、
隆
慶
初
に
は

官
市
と
私
市
を
併
せ
て
一
万
一
千
頭
の
牲
畜
が
取
引
さ
れ
た
が
、
万
暦
一
五
年
（
一
五
八
七
）
前
後
に
は
年
間
三
万
匹
に
上
る
馬
匹
交

易
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
清
代
に
入
る
と
茶
馬
市
の
名
称
は
消
滅
し
た
が
、
塞
外
と
の
交
易
は
一
層
盛
ん
に
な
っ
た
。
（

）

対
塞
北
交
易
で
有
力
な
地
歩
を
築
い
て
い
た
の
が
山
西
商
人
で
あ
っ
た
。
佐
伯
富
に
よ
る
と
、
清
代
の
山
西
商
人
は
東
三
省
か
ら
内

外
モ
ン
ゴ
ル
を
経
て
新
疆
に
至
る
ま
で
、
中
国
の
北
辺
一
帯
で
幅
広
く
交
易
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
（

）

ま
た
黄
鑑
暉
に
よ
る
と
、
清
代
後

期
に
は
山
西
商
人
が
張
家
口
か
ら
国
内
各
地
に
向
け
為
替
を
振
り
出
し
て
お
り
、
（

）

こ
う
し
た
金
融
面
で
の
優
位
性
が
山
西
商
人
の
活
躍

を
支
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
後
藤
冨
男
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
撥
子
交
易
を
取
り
上
げ
、
張
家
口
に
代
表
さ
れ
る
交
易
拠
点
へ
家

畜
や
獣
皮
・
獣
毛
が
如
何
に
し
て
集
荷
さ
れ
、
ま
た
内
地
雑
貨
が
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経
て
奥
地
の
モ
ン
ゴ
ル
人
社
会
に
浸
透
し
て

い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
は
畜
産
品
の
流
通
過
程
と
そ
れ
を
担
っ
た
商
人
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
、
流
通
を
支
え
て
い
た
通
貨
や
為
替
な
ど
の
金
融
部
面
に
つ
い
て
は
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
主
と
し
て
民
国
期
の
調
査
資
料
を
使
用
し
、
張
家
口
か
ら
熱
河
を
経
て
旧
「
満
洲
」
西
部
に
及
ぶ
東
部
内
モ
ン
ゴ
ル
地
域
に

お
け
る
金
融
構
造
の
特
徴
と
そ
れ
を
支
え
た
山
西
商
人
の
動
向
に
つ
い
て
解
明
す
る
。

第
一
章

東
部
内
蒙
古
の
物
流
と
金
融

周
知
の
通
り
、内
外
モ
ン
ゴ
ル
や
ロ
シ
ア
な
ど
塞
北
と
の
交
易
に
お
け
る
東
側
拠
点
は
張
家
口
で
あ
り
、西
側
拠
点
は
帰
化
城
で
あ
っ

山 本 進
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た
。
張
家
口
に
お
け
る
移
出
品
の
大
宗
は
茶
で
あ
り
、
移
入
品
の
大
宗
は
畜
産
品
で
あ
っ
た
。
清
代
の
移
入
畜
産
品
は
馬
匹
や
獣
皮
が

中
心
で
あ
っ
た
が
、
清
末
民
初
に
は
絨
毛
の
割
合
が
増
大
し
た
。『
満
洲
日
日
新
聞
』
明
治
四
二
年
（
一
九

九
）
四
月
五
日
付
「
天

津
特
信
」
に
は
、

曾
て
袁
世
凱
氏
が
直
隷
総
督
と
し
て
天
津
に
在
勤
し
た
る
当
時
は
、内
治
外
交
其
他
政
治
の
枢
機
が
天
津
に
集
中
せ
る
有
様
に
て
、

天
津
は
政
治
上
に
於
て
も
看
過
す
へ
か
ら
ざ
る
重
要
の
地
位
を
保
有
し
た
り
し
が
、
現
時
の
総
督
時
代
に
至
り
て
は
政
治
の
中
心

は
全
く
北
京
衙
門
に
移
転
し
、
今
や
天
津
は
唯
だ
一
の
北
清
商
業
地
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
天
津
の
商
業
の
大
半

は
絨
毛
皮
革
の
海
外
輸
出
を
以
て
占
め
ら
る
る
状
態
に
て
、
其
他
の
商
業
貿
易
は
実
に
微
々
た
る
も
の
な
り
。（
中
略
）
清
国
は

毛
皮
の
好
産
地
に
し
て
、
天
津
は
殆
ん
ど
其
の
唯
一
の
吐
出
口
た
る
の
観
あ
り
。
数
年
前
毛
織
物
工
場
を
設
置
し
た
る
も
、
外
国

よ
り
注
文
し
た
る
機
械
不
完
全
な
り
し
為
め
、
其
の
企
図
は
挫
折
し
、
機
業
不
成
立
の
状
況
に
在
り
。
其
の
他
何
等
指
点
す
べ
き

工
業
も
な
く
、
純
然
た
る
商
業
地
に
し
て
、
工
業
の
発
展
を
見
ず
。
絨
毛
は
原
料
と
し
て
我
邦
又
は
欧
米
へ
輸
出
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ

り
。

と
あ
り
、
棉
花
移
出
が
始
ま
る
直
前
の
天
津
は
絨
毛
や
獣
皮
の
輸
出
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
但
し
こ
の
頃
毛
織
物
業
は
未
発
達
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
獣
皮
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
見
る
と
、
同
紙
明
治
四
二
年
四
月
二

日
付
「
清
国
の
毛
皮
集
散
地
」
に
、

支
那
に
於
け
る
毛
皮
の
大
市
場
は
奉
天
と
張
家
口
に
し
て
、
外
国
貿
易
上
の
重
要
地
は
天
津
と
漢
口
と
を
推
さ
ゞ
る
べ
か
ら
ず
。

黒
龍
江
・
松
花
江
・
烏
蘇
里
河
一
帯
の
森
林
地
に
産
す
る
は
一
概
に
上
江
貨
と
呼
ば
れ
、大
半
は
奉
天
に
集
る
。庫
倫
・
恰
克
図
・

多
倫
諾
爾
・
帰
化
城
等
の
内
外
蒙
古
産
及
び
山
西
地
方
の
産
は
口
外
貨
と
総
称
せ
ら
れ
、
多
く
張
家
口
に
集
る
。
天
津
に
於
て
外

商
と
取
引
さ
る
ゝ
は
上
記
の
上
江
、
口
外
産
の
一
部
に
し
て
、
外
商
は
自
ら
出
張
店
を
張
家
口
に
設
け
て
買
占
め
天
津
に
運
搬
す
。

と
あ
り
、
東
北
産
毛
皮
は
奉
天
に
、
モ
ン
ゴ
ル
産
毛
皮
は
張
家
口
に
集
荷
さ
れ
、
天
津
や
漢
口
か
ら
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
天
津
と
並
ぶ

輸
出
港
と
し
て
長
江
中
流
の
漢
口
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
湖
広
が
茶
産
地
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
正
し
く
獣
皮
の
対
価
は
南
方
の
茶
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
支
那
経
済
全
書
』
第
七
輯
、
東
亜
同
文
会
、

清末民国期の東部内蒙古における金融構造
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一
九

八
年
、
一
八
三

一
八
四
頁
に
は
、

天
津
市
場
ニ
於
ケ
ル
山
西
幇
商
賈
ハ
商
業
上
ノ
覇
権
ヲ
握
リ
、
彼
等
ノ
一
挙
一
動
ハ
以
テ
天
津
市
場
ヲ
左
右
ス
ル
ニ
足
ル
可
シ
。

就
中
票
号
、
棉
糸
、
棉
布
、
羊
毛
其
他
皮
類
ノ
諸
業
ニ
於
テ
其
勢
力
最
モ
大
ナ
リ
ト
ス
。
天
津
貿
易
（
輸
入
）
ノ
四
分
ノ
一
半
強

ハ
山
西
省
内
ノ
需
用
ニ
係
リ
、
同
商
賈
ニ
依
リ
テ
取
扱
ハ
ル

高
ニ
至
リ
テ
ハ
、
殆
ド
其
半
バ
ヲ
占
ム
。
…
…
天
津
ノ
重
要
輸
出

品
タ
ル
羊
毛
、
駝
毛
ノ
如
キ
モ
、
山
西
省
ノ
産
ト
シ
テ
ハ
敢
テ
多
額
ト
云
フ
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
彼
等
ノ
手
ヲ
経
テ
外
国
商
ニ
売

渡
サ
ル

高
ハ
百
五
六
十
万
担
ニ
達
シ
、
輸
出
額
ノ
大
半
ヲ
占
ム
。

と
見
え
、
天
津
で
獣
皮
・
絨
毛
貿
易
の
大
部
分
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
山
西
商
人
で
あ
っ
た
。
輸
入
品
の
約
四
分
の
一
は
山
西
省
に
仕

向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
塞
北
交
易
の
西
側
拠
点
で
あ
る
帰
化
城
に
送
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

付
言
す
る
と
、
東
部
内
モ
ン
ゴ
ル
は
清
代
に
は
畜
産
品
の
外
、
木
材
も
内
地
に
移
出
し
て
い
た
。
内
モ
ン
ゴ
ル
の
森
林
は
草
原
の
周

縁
に
位
置
す
る
た
め
、
伐
採
や
搬
出
の
費
用
が
比
較
的
少
な
く
て
済
み
、
ま
た
大
消
費
地
の
京
師
に
も
近
い
た
め
、
清
代
に
は
大
規
模

な
伐
採
が
進
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
当
地
の
木
材
は
張
家
口
で
は
な
く
、
熱
河
に
近
い
多
倫
諾
爾
に
集
荷
さ
れ
、
多
倫
で
木
税
を
課
せ

ら
れ
て
い
た
。
多
倫
の
木
税
は
康
煕
四

年
（
一
七

一
）
に
定
額
が
設
け
ら
れ
、
乾
隆
三
一
年
（
一
七
六
六
）
よ
り
毎
年
工
部
に
水

木
税
銀
六
四

余
両
、
枋
榔
把
杆
税
銀
二
四

余
両
を
、
ま
た
戸
部
に
旱
木
税
銀
五
七

余
両
を
納
付
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

た
。
し
か
し
元
々
降
水
量
が
少
な
く
、
森
林
回
復
力
の
乏
し
い
土
地
柄
の
た
め
、
森
林
資
源
は
急
速
に
枯
渇
し
、
道
光
二
四
年
（
一
八

四
四
）
に
は
実
徴
税
数
が
水
木
税
銀
八
一
両
、
旱
木
税
銀
二
両
に
ま
で
落
ち
込
み
、
咸
豊
元
年
（
一
八
五
一
）
以
降
は
皆
無
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
名
目
上
の
税
額
だ
け
は
残
さ
れ
て
い
た
が
、
光
緒
一

年
（
一
八
八
四
）
李
鴻
章
の
奏
請
に
よ
り
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
た
。
（

）

ま
た
京
師
か
ら
熱
河
に
通
じ
る
街
道
が
長
城
と
交
差
す
る
地
点
に
設
け
ら
れ
た
古
北
口
関
で
は
、
毎
年
一

一
二
両
の
木
税
が
課
せ

ら
れ
て
い
た
が
、
や
は
り
木
材
資
源
の
枯
渇
に
よ
り
嘉
慶
二

六
年
（
一
七
九
七

一
八

一
）
に
は
実
徴
税
数
が
三

六

両
程

度
に
ま
で
落
ち
込
み
、嘉
慶
七
年
以
降
は
木
税
を
定
額
制
か
ら
儘
収
儘
解
、す
な
わ
ち
木
材
が
通
過
し
た
分
だ
け
課
税
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
（

）

以
上
二
史
料
よ
り
、
東
部
内
モ
ン
ゴ
ル
の
森
林
資
源
は
一
八
世
紀
の
約
百
年
で
ほ
ぼ
消
滅
し
、
清
末
に
は
内
地
向
け
移
出
品
目
か

清末民国期の東部内蒙古における金融構造
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ら
消
え
た
と
言
え
よ
う
。

二

世
紀
の
畜
産
品
交
易
に
話
を
戻
す
と
、
茶
や
棉
布
な
ど
の
内
地
産
品
は
加
工
品
で
あ
る
た
め
、
備
蓄
に
よ
り
通
年
供
給
が
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
牲
畜
は
備
蓄
が
不
可
能
で
あ
り
、
絨
毛
や
獣
皮
も
内
モ
ン
ゴ
ル
に
は
備
蓄
の
習
慣
が
な
い
。
ま
た
、
奥
地
と
張
家
口

と
の
間
の
物
資
輸
送
は
馬
や
駱
駝
な
ど
の
家
畜
に
依
存
し
て
い
る
が
、
冬
場
は
沿
道
に
水
と
牧
草
が
不
足
す
る
た
め
、
通
行
が
困
難
と

な
る
。
（

）

そ
の
た
め
取
引
は
強
い
季
節
性
を
帯
び
て
い
た
。『
支
那
省
別
全
誌
』
第
一
八
巻
、
直
隷
省
、
東
亜
同
文
会
、
一
九
二

年
（
以

下
、
資
料

と
記
す
）、
八
二
頁
に
は
、
張
家
口
に
つ
い
て
、

当
地
の
商
業
は
露
領
に
茶
を
輸
出
す
る
と
、
蒙
古
人
に
必
要
品
を
販
売
す
る
と
、
蒙
古
地
方
よ
り
畜
類
及
び
獣
毛
皮
を
輸
入
す
る

を
以
て
主
な
る
も
の
と
す
。
而
し
て
是
等
の
貨
物
は
各
原
産
地
よ
り
此
地
に
集
中
し
、
多
く
は
仲
買
人
の
手
を
経
て
販
売
せ
ら
れ
、

三
、
四
、
五
及
び
九
、
十
、
十
一
月
の
候
商
業
繁
盛
期
に
し
て
、
其
他
は
閑
散
な
り
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
春
季
三
箇
月
と
秋
季
三
箇
月
の
年
二
回
に
交
易
が
集
中
し
て
い
た
。

さ
て
、
漢
族
商
人
と
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
と
の
直
接
取
引
は
、
一
般
に
物
々
交
換
に
依
っ
て
い
た
。『
東
部
内
蒙
古
産
業
調
査
』
農
商

務
省
、
一
九
一
六
年
（
以
下
、
資
料

と
記
す
）、
第
一
班
、
一
九
九
頁
「
取
引
慣
習
」
の
項
に
は
、

蒙
古
人
ト
ノ
取
引
ハ
主
ト
シ
テ
物
々
交
換
ニ
シ
テ
二
ツ
ノ
方
法
ニ
テ
行
ハ
ル
。
其
一
ハ
行
商
、
他
ノ
一
ハ
店
取
引
ナ
リ
。
行
商
ハ

一
名
出
撥
子
ト
云
ヒ
、
春
季
商
品
ヲ
車
ニ
満
載
シ
テ
蒙
古
内
地
ニ
入
リ
、
行
々
蒙
古
人
ト
商
品
ヲ
交
換
シ
テ
、
晩
秋
帰
来
ス
ル
モ

ノ
是
レ
ナ
リ
。

と
あ
り
、
同
右
、
第
三
班
、
二
五
八

二
五
九
頁
「
商
品
経
路
」
の
項
に
は
、

当
方
部
内
ノ
都
市
ニ
於
ケ
ル
商
業
ハ
赤
峰
ノ
外
、
其
ノ
附
近
ト
ノ
売
買
又
ハ
他
ノ
都
市
ニ
対
ス
ル
仲
継
キ
ニ
シ
テ
、
何
レ
モ
取
引

又
ハ
金
融
関
係
若
ハ
交
通
関
係
ヲ
辿
リ
、
後
方
ノ
都
市
ヨ
リ
供
給
ヲ
受
ク
。
…
…
而
シ
テ
地
方
産
物
タ
ル
農
畜
産
品
ハ
物
資
ノ
移

入
サ
ル

経
路
ニ
依
リ
逆
送
サ
ル

モ
ノ
ト
ス
。蓋
シ
金
融
整
ハ
ス
通
貨
少
ナ
キ
為
、自
然
大
規
模
ノ
物
々
交
換
ヲ
為
ス
ヲ
免
ル

能
ハ
サ
ル
ノ
致
ス
所
ナ
ラ
ン
カ
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
集
散
地
近
辺
に
住
む
モ
ン
ゴ
ル
人
は
自
ら
桟
店
を
訪
問
し
て
取
引
し
て
い
た
が
、
奥
地
の
モ
ン
ゴ
ル
人
は
漢
族
の
行

商
人
に
売
買
を
依
存
し
て
い
た
。
こ
の
行
商
人
を
撥
子
あ
る
い
は
出
撥
子
と
呼
ん
だ
（
次
章
で
詳
述
）。
な
お
こ
の
事
例
で
は
、
春
に

奥
地
へ
出
向
き
晩
秋
に
集
散
地
に
帰
る
年
一
回
方
式
を
紹
介
し
て
い
る
。
一
方
、
集
散
地
か
ら
天
津
へ
の
商
品
の
輸
送
は
山
西
商
人
が

こ
れ
を
担
っ
た
。『
張
家
口
調
査
報
告
書
』
横
浜
正
金
銀
行
、
一
九
一
八
年
（
以
下
、
資
料

と
記
す
）、
三
頁
に
よ
る
と
、

張
家
口
ニ
於
ケ
ル
人
口
約
十
万
ト
称
セ
ラ
レ
、
此
中
旗
人
一
万
内
外
、
回
教
徒
二
万
、
是
ニ
少
数
ノ
蒙
古
人
ノ
外
ハ
全
部
漢
人
ニ

シ
テ
、
内
、
山
西
人
其
大
半
ヲ
占
メ
、
直
隷
、
山
東
二
省
人
之
ニ
次
ギ
、
河
南
省
其
他
ヨ
リ
来
住
セ
ル
モ
ノ
ハ
極
メ
テ
少
シ
。
而

シ
テ
山
西
人
ハ
多
ク
商
業
ヲ
営
ミ
、
移
住
年
代
古
ク
、
張
家
口
ニ
於
テ
最
モ
有
力
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

と
あ
り
、
張
家
口
で
は
清
代
よ
り
山
西
商
人
が
卓
越
し
、
直
隷
人
や
山
東
人
が
こ
れ
に
次
い
で
い
た
。
あ
る
資
料
に
よ
る
と
、
一
九
二

年
代
中
頃
の
張
家
口
の
貿
易
額
は
、
内
地
か
ら
の
移
入
が
約
一
九

万
両
、
内
地
へ
の
移
出
が
三

万
両
、
合
計
約
五

万
両
で
あ
り
（
但
し
鉄
道
を
経
由
し
た
帰
化
城
方
面
の
貿
易
額
を
含
む
）、
主
た
る
移
出
品
は
羊
毛
（
三

万
両
）、
穀
類
（
三

万
両
）、
羊
生
毛
（
一
二

万
両
）
で
あ
っ
た
。
（

）

数
値
の
信
憑
性
に
は
若
干
疑
問
が
持
た
れ
る
が
、
資
料

に
も
張
家
口
の
「
一
ケ

年
ノ
貿
易
額
ハ
輸
入
九
百
五
十
万
両
、
輸
出
一
千
五
百
万
両
、
合
計
二
千
五
百
万
両
ニ
達
ス
」（
第
四
班
、
二

八
頁
）
と
あ
り
、
移

出
額
が
移
入
額
の
一
倍
半
程
度
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
民
国
初
の
内
モ
ン
ゴ
ル
は
内
地
に
対
し
て
大
幅
な
出
超
で
あ
っ

た
。と

こ
ろ
で
、
一
般
に
商
品
の
交
易
に
は
資
金
の
移
動
が
伴
う
。
特
に
交
易
が
奥
地
側
の
出
超
で
あ
る
場
合
、
内
地
か
ら
奥
地
へ
の
恒

常
的
な
資
金
供
給
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
東
部
内
モ
ン
ゴ
ル
、
特
に
東
三
省
に
隣
接
し
た
地
域
に
対
す
る
資
金
の
輸
送
は

非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
資
料

、
第
一
班
、
二
三

頁
「

南
」
の
項
に
、

蒙
古
内
地
ヨ
リ
鉄
道
沿
線
又
ハ
其
ノ
他
ノ
土
地
ニ
送
金
ス
ル
コ
ト
ハ
最
モ
不
便
ナ
ル
事
項
ニ
シ
テ
、
其
ノ
現
金
ヲ
輸
送
ス
ル
ノ
極

メ
テ
危
険
ナ
ル
コ
ト
ハ
云
フ
ヲ
俟
タ
ス
。
然
ラ
ハ
為
替
ノ
方
法
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
送
致
ス
ル
ノ
途
ア
リ
ヤ
ト
云
フ
ニ
、

南
ニ
於
ケ

ル
銀
行
ハ
之
ヲ
取
扱
ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
大
商
人
ノ
鉄
嶺
・
奉
天
等
ト
取
引
関
係
ヲ
有
シ
、
受
払
代
金
等
ノ
決
済
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ヲ
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尋
ネ
、
之
ニ
依
頼
シ
テ
為
替
ヲ
取
組
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
過
キ
ス
。
此
ノ
如
キ
ハ
其
ノ
之
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
面
倒
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、

送
金
為
替
料
ト
シ
テ
小
洋
百
元
ニ
付
キ
二
元
半
乃
至
五
元
ヲ
要
ス
。
之
レ
我
商
人
ニ
取
リ
テ
商
業
上
最
モ
苦
痛
ト
ス
ル
所
ナ
リ
ト

云
フ
。

と
見
え
、
吉
林
省
の
西
端
に
位
置
し
、
既
に
鉄
道
が
開
通
し
て
い
る

南
で
も
、
現
金
輸
送
や
銀
行
為
替
の
便
す
ら
な
く
、
鉄
嶺
や
奉

天
の
商
人
と
個
別
に
為
替
を
取
り
組
む
以
外
に
送
金
手
段
が
な
か
っ
た
が
、
出
合
が
少
な
く
、
手
数
料
も
割
高
で
あ
る
た
め
、
取
引
上

非
常
に
不
便
で
あ
っ
た
。
ま
た
熱
河
北
部
に
位
置
す
る
赤
峰
に
つ
い
て
見
る
と
、
資
料

、
第
二
班
、
三
八
八
頁
「
赤
峰
」
の
項
に
、

票
荘
。
業
務
ハ
為
替
ヲ
主
ト
ナ
ス
カ
、
其
料
金
ハ
一
定
セ
ス
。
現
金
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
希
望
セ
ル
土
地
ニ
為
替
ヲ
振
出
ス
ト
キ
ハ
、

逆
ニ
振
出
人
カ
料
金
ヲ
得
ル
ノ
奇
現
象
ア
リ
ト
云
フ
。
…
…

局
。
本
局
ハ
饒
陽
（
直
隷
州
﹇
省
﹈
保
定
府
）
ニ
ア
リ
。
現
金
輸
送
ヲ
業
務
ト
ナ
セ
ル
カ
、
其
ノ
資
本
ハ
信
用
ヲ
第
一
ト
シ
、

車
馬
ト
銃
器
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
、
資
本
金
ハ
ナ
シ
ト
云
フ
。

と
あ
り
、
現
金
不
足
に
苦
し
む
東
部
内
モ
ン
ゴ
ル
の
集
散
地
で
は
、
内
地
へ
向
け
て
送
金
為
替
を
取
り
組
む
と
振
出
人
が
票
荘
よ
り
手

数
料
を
取
得
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
奥
地
は
出
超
な
の
に
現
金
不
足
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

局
と
呼
ば
れ
る
現
金
輸
送
業
者

が
、
内
地
よ
り
車
馬
で
現
銀
を
搬
送
し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
れ
で
は
畜
産
品
買
付
資
金
が
常
に
不
足
す
る
た
め
、
資
料

、
一

九
一

九
二
頁
「
赤
峰
の
金
融
貨
幣
及
度
量
衡
」
の
項
に
、

商
家
の
為
替
は
銭
舗
又
は
銀
行
に
依
る
も
の
の
外
、
所
謂
逆
為
替
取
組
に
依
る
も
の
あ
り
。
逆
為
替
と
は
当
地
皮
行
及
糧
行
が
多

く
天
津
又
は
錦
州
に
送
付
せ
る
貨
物
の
代
金
に
対
し
逆
為
替
を
取
組
み
、
之
を
市
場
に
売
却
し
、
一
方
雑
貨
商
等
は
該
地
方
に
対

す
る
仕
入
代
金
支
払
の
地
位
に
あ
る
を
以
て
、
之
を
買
入
れ
以
て
仕
入
先
に
送
付
し
決
済
す
る
の
便
法
な
り
。
此
際
需
給
の
関
係

上
、
時
に
為
替
の
歩
合
を
生
ず
る
事
あ
る
も
、
高
率
な
る
に
至
ら
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
後
に
は
皮
行
や
糧
行
な
ど
の
特
産
商
が
天
津
や
錦
州
に
向
け
て
逆
為
替
を
取
り
組
み
、
こ
れ
を
雑
貨
商
に
販
売
し
て

相
互
の
資
金
の
需
給
を
相
殺
す
る
方
法
も
生
み
出
さ
れ
た
。
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東
部
内
モ
ン
ゴ
ル
が
移
出
超
過
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
え
ず
現
銀
不
足
に
あ
え
い
で
い
た
理
由
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
社
会
で
は
銀
も
ま

た
素
材
価
値
を
持
っ
た
商
品
（
宝
飾
品
の
原
料
）
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
資
料

、
第
三
班
、
二
六
七
頁
「
撥
子
貿
易
」

の
項
に
は
、

蒙
古
人
ハ
貨
幣
又
ハ
金
銀
ヲ
所
持
ス
ル
モ
ノ
少
ナ
ク
、
稀
ニ
之
ヲ
貯
フ
ル
モ
愛
玩
シ
テ
之
ヲ
手
放
サ

ル
ヲ
以
テ
、
撥
子
ハ
売
却

品
ノ
代
償
ト
シ
テ
羊
毛
・
羊
皮
ヲ
始
メ
ト
シ
、
生
牛
馬
ヨ
リ

卵
ニ
至
ル
産
品
ヲ
得
。

と
あ
り
、
ま
た
後
藤
冨
男
も
「
牧
民
は
紙
幣
を
信
用
し
な
い
で
、
民
国
以
後
零
細
な
売
買
に
は
銅
子
児
、
や
や
大
口
の
取
引
に
は
多
く

現
大
洋
が
通
用
し
た
。
彼
ら
は
古
来
白
銀
を
尊
重
し
、
服
飾
品
等
に
銀
を
用
い
る
風
習
が
あ
り
、
銀
貨
は
喜
ん
で
受
入
れ
ら
れ
た
」「
多

少
と
も
入
つ
て
く
る
銀
貨
は
富
裕
層
に
偏
在
し
、
し
か
も
こ
れ
を
退
蔵
し
ま
た
鋳
潰
し
て
服
飾
品
等
を
製
作
す
る
風
が
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、

（

）

現
銀
は
貨
幣
と
し
て
で
は
な
く
貴
金
属
す
な
わ
ち
消
費
財
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
社
会
に
吸
収
さ
れ
、
市
場
に
出
回
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

で
は
物
々
交
換
に
際
し
て
、
取
引
商
品
の
価
値
尺
度
は
何
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
藤
は
、
撥
子
交
易
の
場
で
は
羊
・

磚
茶
・
礼
帛
な
ど
特
定
の
物
産
が
物
品
貨
幣
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
資
料

、
第
三
班
、
二
七

二
七
一
頁

「
吊
文
」
の
項
に
は
、

当
方
部
内
各
地
ニ
於
テ
モ
他
ノ
諸
地
方
ト
等
シ
ク
相
場
建
値
又
ハ
取
引
ニ
吊
文
ヲ
用
フ
。
…
…
銭
舗
（
銀
行
）
カ
吊
文
預
金
ニ
対

シ
テ
ハ
相
当
ノ
利
子
ヲ
支
払
フ
モ
、
銀
貨
等
ノ
硬
貨
預
金
ニ
対
シ
テ
ハ
反
テ
保
管
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
是
レ
吾
人
カ
奇
異

ノ
感
ニ
打
タ
レ
タ
ル
一
事
ナ
リ
シ
カ
、
畢
竟
通
貨
ノ
預
金
ニ
対
シ
テ
ハ
相
場
変
動
ノ
危
険
ヲ
負
担
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
レ
ハ
ナ
リ
。

と
あ
り
、
ま
た
二
七
二
頁
「
制
銭
（
銅
銭
）」
の
項
に
は
、

制
銭
ト
吊
文
ト
ノ
比
価
ハ
地
方
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
異
ニ
シ
、
従
テ
其
ノ
計
算
ノ
基
礎
ニ
差
ア
ル
モ
、
百
文
十
六
個
ナ
ル
ヲ
普
通
ト
シ
、

其
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
計
算
法
ノ
一
例
ヲ
示
セ
ハ
左
ノ
如
シ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
集
散
地
に
近
い
所
で
は
吊
文
（
東
銭
建
て
銭
文
）
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

（

）

注
目
す
べ
き
は
、
銭
舗
は
吊
文
を
単
位
と

清末民国期の東部内蒙古における金融構造
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し
た
銭
預
金
に
対
し
て
は
相
当
の
利
子
を
支
払
う
が
、
銀
貨
預
金
に
は
逆
に
保
管
料
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
観
察
者
は
奇
異
の
感

に
打
た
れ
、
銀
相
場
の
不
安
定
性
に
そ
の
原
因
を
求
め
て
い
る
が
、
真
の
理
由
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
銀
は
貨
幣
と
し
て
の
運
用
が
不

可
能
な
貴
金
属
商
品
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

因
み
に
、
既
述
の
如
く
、
内
地
と
内
モ
ン
ゴ
ル
と
の
為
替
は
概
ね
未
発
達
で
あ
っ
た
が
、
資
料

、
第
三
班
、
二
八
八
頁
「
為
替
」

の
項
に
、

仮
令
当
方
部
ト
営
口
間
ノ
送
金
ニ
当
リ
テ
ハ
、
初
メ
奥
地
ト
錦
州
間
ニ
於
テ
銭
為
替
（
制
銭
為
替
）
ヲ
取
組
ミ
、
更
ニ
錦
州
営
口

間
ニ
銀
為
替
ト
為
ス
カ
如
キ
、
又
ハ
通
貨
ノ
間
ニ
相
場
ノ
差
異
ア
リ
、
且
ツ
吊
文
・
銀
子
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
基
準
ヲ
異
ニ
ス
ル
カ

故
ニ
、
地
方
間
ノ
為
替
ハ
恰
モ
外
国
為
替
ノ
如
キ
関
係
ヲ
生
シ
、
意
外
ノ
不
利
ヲ
招
ク
コ
ト
ナ
シ
ト
セ
ス
。

と
あ
る
よ
う
に
、
熱
河
や
奉
天
と
の
接
壌
地
域
に
お
い
て
強
い
て
内
地
と
為
替
を
取
り
組
も
う
と
す
る
と
、
開
港
場
で
あ
る
営
口
か
ら

錦
州
ま
で
は
銀
為
替
を
、
錦
州
か
ら
内
モ
ン
ゴ
ル
に
対
し
て
は
制
銭
為
替
を
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
銀
為
替
と
制
銭
為
替
と
の

相
場
が
常
時
変
動
し
て
い
る
た
め
、
為
替
差
損
を
生
じ
る
危
険
を
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
は
言
え
、
対
内
モ
ン
ゴ
ル
交
易
の
最
有
力
拠
点
で
あ
る
張
家
口
で
は
、
さ
す
が
に
天
津
と
の
間
に
為
替
の
連
絡
が
あ
っ
た
。
資
料

、
二
七
頁
「
票
荘
」
の
項
に
よ
る
と
、

為
替
ハ
本
業
ニ
シ
テ
、
其
多
ク
ハ
山
西
省
ノ
大
﹇
太
﹈
谷
及
ビ
太
原
ニ
本
店
ヲ
有
ス
。
今
張
家
口
ニ
於
ケ
ル
票
荘
ノ
為
替
取
組
範

囲
ヲ
見
ル
ニ
、
天
津
、
北
京
、
上
海
、
漢
口
、
多
倫
、
帰
化
城
、
大
同
、
太
原
、
大
﹇
太
﹈
谷
、
祈
﹇
祁
﹈
県
其
他
山
西
省
ノ
各

地
ニ
シ
テ
、
専
ラ
送
金
為
替
ヲ
取
扱
ヒ
、
荷
為
替
（
貨
匯
）
ノ
取
扱
ヲ
為
サ
ズ
。

と
あ
り
、
山
西
票
号
は
張
家
口
で
内
地
各
方
面
及
び
内
モ
ン
ゴ
ル
集
散
地
向
け
送
金
為
替
を
販
売
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
赤
峰
の
よ

う
に
振
出
人
に
プ
レ
ミ
ア
ム
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
銀
資
金
は
や
は
り
乏
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
荷
為
替
は
取

り
組
ん
で
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
茶
や
棉
布
な
ど
の
売
り
込
み
は
で
き
て
も
、
収
買
し
た
畜
産
品
の
移
出
は
困
難
で
あ
る
。

票
荘
に
替
わ
っ
て
天
津
と
の
為
替
取
組
の
主
役
と
な
っ
た
の
は
新
式
銀
行
と
銭
舗
で
あ
る
。
ま
ず
新
式
銀
行
に
つ
い
て
見
る
と
、
資

山 本 進
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料

、
一
一
二
三

二
四
頁
「
張
家
口
の
金
融
貨
幣
及
度
量
衡
」
の
項
に
、

支
那
新
式
銀
行

当
地
に
支
店
を
有
す
る
支
那
新
式
銀
行
は
中
国
銀
行
支
店
（
堡
裏
七
斜
街
に
在
り
）
交
通
銀
行
支
店
（
堡
裏
に

在
り
）
及
び
殖
辺
銀
行
支
店
（
堡
裏
に
在
り
）
の
三
者
な
り
。
其
中
貸
付
を
営
む
も
の
は
唯
殖
辺
銀
行
支
店
の
み
に
し
て
、
中
国
、

交
通
両
銀
行
支
店
は
一
切
其
取
扱
を
な
さ
ず
、
時
に
北
京
、
天
津
よ
り
来
る
仕
入
商
人
に
対
し
一
時
立
替
金
を
な
す
事
あ
る
も
、

一
般
の
主
要
業
務
は
為
替
業
と
す
。
当
地
の
為
替
は
北
京
、
天
津
、
上
海
の
三
個
所
に
対
し
直
接
為
替
を
取
組
む
も
、
其
他
の
地

方
に
取
組
ま
ん
と
す
る
時
は
以
上
三
個
所
の
一
を
通
じ
て
転
送
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
為
替
相
場
は
北
方
に
取
組
む
も
の
は
多
く
北

京
、
天
津
の
相
場
を
参
照
し
、
南
方
取
組
に
は
多
く
上
海
相
場
を
標
準
と
な
す
。
大
正
七
年
に
於
け
る
此
地
通
用
銀
口
銭
平
一
千

両
は
上
海
九
八
規
元
の
一
千
百
両
、
北
京
公

平
の
一
千

三
十
両
、
天
津
行
平
化
宝
の
一
千

二
十
五
両
内
外
に
当
り
、
天
津

向
為
替
手
数
料
は
一
千
両
に
付
三
両
を
要
す
と
云
ふ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
銀
行
な
ど
三
行
が
北
京
・
天
津
・
上
海
向
け
に
為
替
を
取
り
組
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
天
津
方
面
よ

り
来
る
畜
産
品
集
荷
商
に
対
し
て
は
、
買
付
資
金
の
一
時
的
立
替
を
行
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
荷
為
替
を
取
り
組
む
こ
と
は
無
か
っ
た

も
の
と
見
ら
れ
る
。

次
に
銭
舗
に
つ
い
て
見
る
と
、
資
料

、
二
九

三
一
頁
「
銭
舗
ノ
為
替
」
の
項
に
、

其
取
組
範
囲
ハ
極
メ
テ
狭
少
﹇
小
﹈
ニ
シ
テ
、
僅
カ
ニ
北
京
、
天
津
及
ビ
附
近
ノ
駅
邑
ニ
限
ラ
ル
。
張
家
口
ヨ
リ
天
津
向
送
金
ノ

場
合
ハ
天
津
西
公

平
ヲ
以
テ
標
準
ト
為
シ
、
普
通
西
公

平
一
千
両
ヲ
張
家
口
口
銭
平
九
百
五
十
八
両
ニ
換
フ
。
而
シ
テ
張
家

口
ヨ
リ
天
津
向
逆
為
替
取
組
ノ
場
合
ハ
送
金
ノ
場
合
ト
異
ナ
リ
、
天
津
行
平
ヲ
以
テ
標
準
ヲ
立
ツ
。
…
…
今
逆
為
替
取
組
ニ
関
ス

ル
一
例
ヲ
挙
ゲ
ン
ニ
、
張
家
口
出
張
員
ガ
買
付
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
先
ヅ
銭
舗
ニ
赴
キ
天
津
向
逆
為
替
ヲ
取
組
ム
。
此
際

手
続
ハ
極
メ
テ
簡
単
ニ
シ
テ
、
取
組
人
ハ
手
形
若
ク
バ
﹇
ハ
﹈
何
等
証
憑
書
類
ヲ
提
供
ス
ル
コ
ト
無
ク
、
只
一
片
ノ
口
頭
ヲ
以
テ

所
要
ノ
金
額
ヲ
前
借
シ
、
是
ニ
対
シ
為
替
料
及
ビ
天
津
ニ
於
ケ
ル
支
払
日
迄
ノ
利
子
ヲ
支
払
フ
。
為
替
料
ハ
送
金
ノ
場
合
ヨ
リ
モ

幾
分
高
率
ナ
ル
モ
、
概
シ
テ
大
差
無
ク
、
利
子
ハ
短
期
モ
ノ
即
チ
一
週
間
乃
至
半
ケ
月
位
、
月
利
一
分
二
厘
ト
ス
。
支
払
期
間
ハ

清末民国期の東部内蒙古における金融構造
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天
津
銭
舗
ガ
此
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ヨ
リ
起
算
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、支
那
人
間
ニ
在
リ
テ
ハ
此
期
間
一
票
期
ニ
及
ブ
モ
ノ
多
ク
、

従
テ
利
子
モ
高
ク
、
最
低
三
十
四
五
両
位
ナ
リ
ト
云
フ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
銭
舗
の
為
替
取
組
先
は
京
津
地
方
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
が
、
逆
為
替
を
取
り
組
む
点
が
票
荘
や
新
式
銀
行
と
大
き
く

異
な
る
。
天
津
向
け
為
替
は
天
津
両
を
用
い
、
順
為
替
は
西
公

平
建
て
、
逆
為
替
は
行
平
建
て
で
あ
る
。
逆
為
替
は
手
形
を
発
行
せ

ず
、
口
頭
で
取
り
組
め
る
。
す
な
わ
ち
専
ら
対
人
信
用
に
よ
っ
て
特
産
物
買
付
商
に
資
金
を
提
供
し
、
彼
ら
が
天
津
で
そ
れ
ら
を
販
売

し
た
後
、
元
金
・
手
数
料
・
利
息
を
回
収
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
対
人
信
用
で
資
金
を
融
通
で
き
る
と
い
う
の
は
、
取
り
も
直
さ
ず

銭
舗
の
取
引
先
が
顔
見
知
り
の
特
定
商
人
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

で
は
、
張
家
口
の
銭
舗
は
ど
こ
か
ら
資
金
を
入
手
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
銀
が
内
地
へ
還
流
し
な
い
た
め
、
塞
北
商
人
は
常
に

局
に
よ
り
銀
を
内
地
か
ら
移
入
し
続
け
て
い
た
。

局
の
中
に
は
直
隷
省
滄
州
出
身
者
も
い
た
が
、
多
く
は
山
西
出
身
者
で
、
張
家

口
や
帰
化
城
で
活
躍
し
て
い
た
。

（

）

し
か
し
細
々
と
現
送
さ
れ
て
く
る
現
銀
だ
け
で
は
畜
産
品
移
出
の
増
大
に
対
応
で
き
な
い
。
そ
こ
で

銭
舗
は
、
振
替
勘
定
と
い
う
手
法
に
よ
り
預
金
通
貨
を
創
出
し
、
乏
し
い
現
銀
準
備
で
旺
盛
な
資
金
需
要
に
応
じ
て
い
た
。
資
料

、

三
一
頁
「
銭
舗
ノ
撥
兌
銀
（
振
替
勘
定
）」
の
項
に
、

各
銭
舗
ニ
取
引
ヲ
有
ス
ル
商
人
相
互
ノ
取
引
整
﹇
精
﹈
算
ヲ
銭
舗
ノ
帳
簿
上
ニ
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
、
恰
カ
モ
営
口
ニ
於
ケ
ル
過
炉

銀
ニ
似
タ
リ
。
張
家
口
支
那
商
人
ノ
取
引
ハ
総
テ
此
方
法
ヲ
以
テ
票
期
ニ
決
済
サ
レ
ツ

ア
リ
テ
、
此
無
形
ノ
通
貨
ヲ
称
シ
テ
撥

兌
銀
ト
云
ヒ
、
其
取
引
ハ
帳
簿
ニ
依
ル
ヲ
以
テ
過
帳
ト
称
ス
。
普
通
一
千
両
ニ
ツ
キ
撥
兌
銀
一
千
二
十
両
ノ
相
場
ナ
リ
。

と
あ
り
、
銭
舗
は
営
口
の
過
炉
銀
に
類
似
し
た
撥
兌
銀
と
呼
ば
れ
る
帳
簿
上
の
預
金
通
貨
を
発
行
し
て
為
替
の
資
金
と
し
、
現
銀
を
節

約
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
絨
毛
買
付
商
が
天
津
向
け
に
逆
為
替
を
取
り
組
ん
だ
場
合
、
銭
舗
は
買
付
商
の
口
座
に
撥
兌
銀
を
振
り
込
む
。

買
付
商
は
こ
の
預
金
通
貨
を
資
金
と
し
て
絨
毛
の
買
付
を
継
続
し
、
こ
れ
ら
を
天
津
で
販
売
し
た
後
、
天
津
の
銭
舗
に
為
替
料
を
現
銀

で
支
払
う
。
一
方
、
天
津
か
ら
来
た
雑
貨
商
は
売
上
金
を
張
家
口
の
銭
舗
に
撥
兌
銀
で
預
け
入
れ
、
こ
の
資
金
で
天
津
向
け
順
為
替
を

取
り
組
む
。
そ
し
て
為
替
手
形
を
天
津
に
送
り
、
銭
舗
で
現
銀
化
し
て
雑
貨
の
仕
入
資
金
と
す
る
。
張
家
口
の
銭
舗
は
現
銀
を
ほ
と
ん

山 本 進
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ど
準
備
す
る
こ
と
な
く
、
撥
兌
銀
と
い
う
預
金
通
貨
で
為
替
業
務
を
営
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
一
人
が
撥
兌
銀
建
て
債
権
と
債
務
を

有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
票
期
で
両
者
を
相
殺
し
て
い
た
。

票
期
に
つ
い
て
は
、
資
料

、
三
二
頁
「
票
期
」
の
項
に
、

貸
借
ノ
決
算
期
ニ
シ
テ
、
毎
年
陰
暦
四
月
、
七
月
、
十
月
、
十
二
月
ノ
各
一
日
ニ
之
ヲ
行
フ
。
恰
カ
モ
営
口
過
炉
銀
ニ
於
ケ
ル
卯

期
ノ
如
ク
、
貸
借
差
額
ヲ
現
銀
ヲ
以
テ
決
済
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
而
シ
テ
過
炉
銀
ニ
於
テ
ハ
銀
炉
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
決
算
ヲ
次
卯
期

ニ
繰
延
ベ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
、
張
家
口
ニ
於
ケ
ル
票
期
ニ
ハ
断
ジ
テ
之
ヲ
許
サ
ズ
。
直
チ
ニ
停
票
ト
シ
テ
各
銭
舗
ノ
取
引
ヲ
拒

ム
コ
ト
、
恰
カ
モ
不
渡
小
切
手
ニ
於
ケ
ル
交
換
銀
行
ノ
制
裁
ニ
如
ケ
リ
。
票
期
ノ
初
メ
ニ
満
加
ト
称
ヘ
、
一
票
期
間
ノ
利
子
ヲ
発

表
ス
。
普
通
一
千
両
ニ
ツ
キ
三
十
両
乃
至
四
十
両
ノ
間
ニ
ア
リ
。
元
来
票
期
ハ
山
西
省
票
荘
本
店
ガ
現
銀
授
受
ヲ
省
略
ス
ル
目
的

ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
決
算
期
ニ
シ
テ
、
各
地
其
期
一
様
ナ
ラ
ズ
。
即
チ
甲
地
ノ
過
剰
ヲ
以
テ
乙
地
ノ
不
足
ヲ
補
フ
ガ
如
ク
、
少
額
ノ

現
銀
ヲ
以
テ
転
々
流
用
セ
ン
ト
欲
セ
シ
モ
ノ
ナ
ル
モ
、
因
襲
ノ
久
シ
キ
遂
ニ
一
般
商
取
引
ニ
此
制
度
ヲ
採
ル
コ
ト

ナ
レ
リ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
山
西
票
号
の
本
店
が
開
発
し
た
為
替
の
決
算
期
で
あ
っ
た
も
の
を
応
用
し
た
よ
う
で
あ
り
、
（

）

過
炉
銀
の
卯
期
と
酷
似

し
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
卯
期
を
越
え
て
債
権
や
債
務
を
繰
り
延
べ
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
規
則
に
よ

り
、
撥
兌
銀
は
過
炉
銀
の
よ
う
に
投
機
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

預
金
通
貨
は
張
家
口
以
外
の
集
散
地
で
も
創
出
さ
れ
て
い
た
。
資
料

、
一
一

九
頁
「
朝
陽
の
金
融
貨
幣
及
度
量
衡
」
に
よ
る
と
、

銭
舗

三
隆
号
、
三
泰
永
、
益
興
号
の
三
家
あ
り
。
…
…
何
れ
も
十
二
大
行
の
中
に
数
へ
ら
れ
、
当
地
金
融
の
元
締
と
も
云
ふ
べ

く
、
過

取
引
に
於
て
は
営
口
の
過
炉
銀
に
於
け
る
銀
炉
の
地
位
に
立
つ
。
過

と
は
市
場
に
於
け
る
現
銀
の
欠
乏
よ
り
生
じ
た

る
一
種
の
便
法
に
し
て
帳
簿
上
の
振
替
勘
定
に
依
り
現
銀
の
授
受
な
く
し
て
取
引
を
決
済
す
る
の
方
法
な
り
。
尚
ほ
三
隆
号
は
山

西
票
荘
錦
生
潤
の
代
理
と
し
て
赤
峰
、
錦
州
、
天
津
、
営
口
、
北
京
、
上
海
等
と
の
間
に
為
替
の
取
組
を
な
す
。

保

保

と
は
現
銀
輸
送
の
任
に
当
り
其
の
危
険
を
保
証
す
る
を
業
と
す
る
も
の
を
云
ふ
。
当
地
に
は
斯
業
を
営
む
も
の
常
住

せ
ざ
る
も
、
送
金
あ
る
場
合
直
隷
省
饒
陽
（
保
州

マ

マ

）
よ
り
出
張
し
冬
季
二
、
三
回
の
往
復
あ
り
。
其
主
な
る
も
の
は
元
成
、
隆
泰
、
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徳
源
の
三
家
と
す
。

と
あ
り
、
熱
河
の
朝
陽
で
も
銭
舗
が
過
帳
に
よ
る
振
替
勘
定
で
為
替
業
務
を
営
み
、
山
西
票
号
の
送
金
為
替
や

局
の
運
ぶ
現
銀
で
外

部
と
の
資
金
調
整
を
計
っ
て
い
た
。
更
に
小
庫
倫
（
綏
東
）
で
も
朝
陽
に
倣
い
預
金
通
貨
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
あ
ま
り
広
ま
ら
な

か
っ
た
。
（

）

以
上
の
よ
う
に
、
畜
産
品
買
付
資
金
が
恒
常
的
に
不
足
す
る
東
部
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
奉
天
や
吉
林
と
同
様
の
預
金
通
貨
で
決
済
を

行
っ
て
い
た
。
各
種
資
料
は
一
様
に
現
銀
の
不
足
を
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
は
内
モ
ン
ゴ
ル
側
が
恒
常
的
な
入
超
、
す
な
わ
ち
内
地
へ
の

銀
流
出
に
苦
し
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
人
が
銀
を
貨
幣
と
し
て
で
は
な
く
貴
金
属
商
品
と
見
な
し
て
退
蔵
し
て
し
ま
う

た
め
、
銀
に
貨
幣
の
役
割
を
果
た
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
内
地
よ
り
持
ち
込
ま
れ
た
現
銀
も
、
地
方
に
よ
っ
て

は
金
融
機
関
か
ら
保
管
料
を
要
求
さ
れ
る
な
ど
、
運
用
の
場
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二

撥
子
交
易
の
決
済
方
法

内
外
モ
ン
ゴ
ル
の
畜
産
品
は
張
家
口
な
ど
の
集
散
地
に
集
荷
さ
れ
、
天
津
方
面
へ
移
出
さ
れ
た
が
、
畜
産
品
を
奥
地
で
買
い
付
け
る

の
は
行
商
人
で
あ
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
人
遊
牧
民
相
手
の
行
商
は
「
草
地
買
売
」
と
呼
ば
れ
、
行
商
人
の
こ
と
を
東
三
省
近
辺
で
は
撥
子

と
呼
び
、
張
家
口
付
近
で
は
買
売
家
・
草
地
買
売
・
外
路
・
外
管
な
ど
と
呼
ん
だ
。
後
藤
冨
男
に
よ
る
と
、
張
家
口
の
草
地
買
売
業
者

は
康
煕
初
年
（
一
六
六
二
）
に
は
一

戸
、
雍
正
一
三
年
（
一
七
三
五
）
に
は
九

余
戸
、
乾
隆
六
年
（
一
七
四
一
）
に
は
一
九

余

戸
、
嘉
慶
二
五
年
（
一
八
二

）
に
は
二
三

戸
、
道
光
三

年
（
一
八
五

）
に
は
二
六

余
戸
、
咸
豊
一
一
年
（
一
八
六
一
）
に

は
約
三

戸
、
同
治
一
三
年
（
一
八
七
四
）
に
は
三
五

余
戸
、
光
緒
元
年
（
一
八
七
五
）
よ
り
二
六
年
の
間
に
は
四
一

余
戸
、

光
緒
二
七
年
よ
り
三
四
年
の
間
に
は
五
三

余
戸
、
宣
統
元
年
（
一
九

九
）
か
ら
三
年
ま
で
に
五
七

余
戸
と
上
昇
の
一
途
を
た
ど
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り
、
民
国
元
年
（
一
九
一
二
）
か
ら
九
年
の
間
に
は
七
一
八
戸
に
達
し
、
そ
の
最
盛
期
を
迎
え
た
が
、
ロ
シ
ア
革
命
の
勃
発
と
外
モ
ン

ゴ
ル
の
独
立
に
よ
り
大
打
撃
を
受
け
、
民
国
一
八
年
（
一
九
二
九
）
に
は
五
六
五
戸
に
激
減
し
た
。
草
地
買
売
す
な
わ
ち
撥
子
交
易
の

全
体
像
に
つ
い
て
は
、
戦
前
の
調
査
報
告
（

）
や
後
藤
冨
男
の
研
究
に
譲
り
、
本
章
で
は
撥
子
と
決
済
制
度
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

既
に
見
た
通
り
、
撥
子
交
易
の
金
融
面
で
の
一
大
特
徴
は
物
々
交
換
で
あ
り
、
貨
幣
を
媒
介
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
資
料

、
六

六

六
七
頁
「
大
板
上
」
の
項
に
は
、

其
取
引
額
は
正
確
に
知
る
を
得
ざ
る
も
、
大
略
各
舗
の
売
上
高
一
期
間
五
百
両
を
下
ら
ず
。
大
な
る
も
の
に
至
り
て
は
数
千
両
の

多
額
に
上
る
も
の
あ
り
と
称
す
る
も
、
取
引
の
多
く
は
物
々
交
換
に
し
て
、
現
金
売
買
は
僅
に
其
十
分
の
一
内
外
に
過
ぎ
ず
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
、
二

八

二

九
頁
「
商
取
引
の
方
法
及
習
慣
」
に
は
、

即
ち
此
方
法
（
蒙
古
奥
地
に
於
て
直
接
買
付
を
な
し
、
之
を
輸
移
出
す
る
場
合

引
用
者
）
は
現
銀
を
携
行
し
現
地
生
産
品
の
買

付
を
な
す
も
の
に
し
て
、
普
通
代
金
の
一
部
を
支
払
ひ
残
額
は
最
寄
市
場
に
於
て
決
済
す
る
も
の
な
り
。
此
種
の
取
引
は
近
時
の

発
達
に
属
し
、
物
品
携
帯
の
不
便
に
代
ふ
る
為
に
行
は
る
ゝ
も
の
な
る
が
故
に
、
交
易
に
際
し
て
は
物
々
交
換
よ
り
も
不
利
の
場

合
多
く
、
且
つ
現
銀
携
帯
の
不
便
と
危
険
と
は
免
れ
ざ
る
を
以
て
未
だ
一
般
的
に
行
は
る
ゝ
に
至
ら
ず
。
皮
革
、
獣
毛
類
の
取
引

の
如
き
特
種
﹇
殊
﹈
商
品
の
取
引
に
用
ひ
ら
る
る
場
合
多
し
。
然
れ
ど
も
此
方
法
に
依
り
買
付
せ
ら
る
る
も
の
は
尚
全
取
引
の
約

三
割
に
及
ば
ず
し
て
、
他
の
七
割
は
依
然
物
々
交
換
に
依
る
も
の
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
現
銀
で
の
売
買
は
全
体
の
一
割
か
ら
三
割
程
度
に
止
ま
っ
て
い
た
。
け
だ
し
現
銀
は
貴
金
属
と
し
て
の
素
材
価
値
し

か
持
た
な
い
た
め
、
内
地
と
較
べ
貨
幣
価
値
を
減
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
資
料

、
三
二

三
三
頁
に
は
、

但
し
貨
幣
価
値
上
よ
り
の
流
通
よ
り
も
寧
ろ
貨
幣
を
一
物
貨
と
し
て
の
流
通
に
し
て
、
従
て
票
（
紙
幣
）
の
如
き
は
蒙
古
内
地
の

市
場
及
び
そ
の
附
近
並
に
漢
満
人
部
落
の
み
に
し
て
そ
れ
以
外
に
は
そ
の
用
を
為
さ
ず
、
現
大
洋
の
み
が
用
ひ
ら
れ
、
而
も
そ
の

価
値
は
額
面
価
値
と
同
様
で
あ
る
。
然
り
と
雖
も
此
処
に
注
意
す
可
き
は
流
通
価
値
の
額
面
同
様
な
り
と
は
雖
も
、
物
貨
と
し
て

の
性
質
多
分
を
含
む
当
然
の
結
果
、
そ
の
流
通
価
値
は
単
独
価
値
に
し
て
相
対
価
値
に
あ
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
該
単

清末民国期の東部内蒙古における金融構造
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独
価
値
は
現
大
洋
一
元
は
一
元
な
る
も
他
の
物
貨
と
対
比
す
る
時
に
於
て
は
貨
幣
価
値
の
下
落
で
あ
る
。
こ
は
、
撥
子
等
の
売
り

つ
く
る
物
貨
の
呼
び
値
高
き
が
故
に
し
て
、
従
て
粤
﹇
奥
﹈
地
に
於
て
現
大
洋
の
み
を
以
て
畜
産
物
そ
の
他
を
購
求
す
る
場
合
は
、

反
対
に
甚
だ
し
く
不
利
に
し
て
市
場
よ
り
寧
ろ
高
価
な
る
の
決
﹇
結
﹈
果
に
陥
る
。
例
へ
ば
林
西
一
帯
に
於
て
三
、
四
元
熱
河
票

に
て
一
羊
を
得
る
も
の
が
烏
珠
穆
沁

ウ
チ
ユ
ム
チ
ン

一
帯
に
於
て
は
大
洋
五
、
六
元
（
熱
河
票
十
元
以
上
）
を
要
す
る
が
如
き
で
あ
る
。

と
あ
り
、
現
大
洋
は
銀
塊
と
い
う
一
商
品
と
し
て
取
引
さ
れ
、
そ
の
価
値
は
他
の
諸
雑
貨
と
較
べ
て
著
し
く
低
か
っ
た
。
逆
に
言
う
と
、

現
銀
自
体
の
価
値
は
内
地
と
奥
地
と
の
間
で
さ
ほ
ど
違
い
が
無
く
て
も
、
奥
地
に
お
け
る
諸
雑
貨
の
販
売
価
格
が
内
地
と
較
べ
て
相
当

割
高
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
一
般
に
奸
智
に
長
け
た
漢
族
商
人
が
純
朴
な
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
を
瞞
着
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ

て
い
る
が
、
資
料

、
二
一
二

二
一
三
頁
に
、

而
し
て
既
述
の
如
く
蒙
古
に
於
け
る
商
取
引
は
尚
ほ
大
体
に
於
て
物
々
交
換
に
依
る
も
の
な
る
を
以
て
、
其
買
付
対
貨
と
な
す
べ

き
物
資
は
常
に
之
を
備
へ
置
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
且
つ
買
付
に
対
す
る
競
争
上
、
物
資
の
出
廻
り
以
前
に
買
付
約
定
を
な
し
、
代

価
の
一
部
又
は
全
部
の
前
渡
を
要
す
る
の
み
な
ら
ず
、
蒙
古
人
は
貨
幣
に
依
る
貯
蓄
機
関
を
有
せ
ざ
る
が
故
に
、
時
と
し
て
彼
等

生
産
品
を
有
せ
ざ
る
際
は
自
然
長
期
の
貸
出
を
な
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
仮
令
直
に
之
を
買
出
し
得
た
り
と
す
る
も
、
其
物
資
が
生

畜
な
る
時
は
暫
く
之
を
奥
地
に
於
て
放
牧
飼
養
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
又
羊
毛
及
皮
革
等
の
畜
産
品
に
て
直
に
輸
送
し
得
る
場
合
に

於
て
も
、
該
地
に
金
融
機
関
な
き
為
、
銀
行
の
設
置
あ
る
都
市
に
至
ら
ざ
れ
ば
夫
れ
を
現
金
に
代
ふ
る
こ
と
を
得
ざ
る
を
以
て
、

資
金
の
運
転
を
阻
害
し
、
其
結
果
比
較
的
多
額
の
運
転
資
金
を
備
へ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
不
利
あ
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
資
本
の
回
転
率
が
極
端
に
低
い
結
果
と
し
て
内
地
雑
貨
の
価
格
を
高
擡
せ
し
め
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
奥
地
取
引
で
は
、
撥
子
と
は
別
に
販
子
と
呼
ば
れ
る
畜
産
品
買
付
業
者
が
い
た
。
こ
こ
で
暫
く
販
子
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ

う
。
資
料

、
三
六
頁
「
販
子
」
の
項
に
よ
る
と
、

販
子
は
撥
子
と
並
ん
で
蒙
古
内
地
に
於
け
る
支
配
的
な
取
引
機
関
で
あ
る
。
販
子
は
撥
子
の
如
く
商
品
を
携
帯
し
て
行
商
を
行
ふ

こ
と
稀
に
し
て
、
原
則
と
し
て
唯
買
付
に
必
要
な
る
資
金

之
は
必
ず
し
も
買
付
代
金
の
総
額
を
意
味
せ
ず
、
手
付
金
其
の
他
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の
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い

を
所
持
し
て
、
単
身
或
は
一
、
二
名
の
家
僕
を
従
へ
て
奥
地
に
入
り
、
畜
産
品
の
買
付

を
行
つ
て
、
之
を
蒙
地
辺
縁
の
主
要
市
場
迄
搬
出
す
る
。
之
等
の
販
子
は
、
撥
子
其
の
他
の
蒙
地
取
引
商
人
と
同
じ
く
山
西
商
人

が
圧
倒
的
に
有
力
で
あ
る
が
、
唯
撥
子
と
異
り
、
販
子
に
は
直
隷
出
身
の
者
が
之
に
拮
抗
し
得
る
勢
力
を
占
め
て
居
る
。
之
は
販

子
が
現
実
に
比
較
的
大
な
る
信
用
を
有
す
る
こ
と
（
又
そ
れ
が
販
子
の
取
引
形
態
に
於
て
は
特
に
必
要
で
あ
る
こ
と
）
に
於
て
、

王
公
喇
嘛
が
清
朝
の
年
班
制
度
に
よ
つ
て
屡
北
京
に
出
来
し
た
際
に
多
く
商
人
、
高
利
貸
資
本
の
陥
穿
﹇
穽
﹈
に
陥
つ
た
こ
と
に

依
て
理
解
し
得
る
。

と
あ
り
、
販
子
は
撥
子
と
は
異
な
り
、
畜
産
品
の
買
い
付
け
だ
け
に
特
化
し
て
い
た
。
ま
た
手
付
金
以
外
の
資
金
を
携
帯
す
る
こ
と
は

無
か
っ
た
。
で
は
何
故
物
々
交
換
に
よ
る
交
易
形
態
を
取
る
内
モ
ン
ゴ
ル
に
て
販
子
の
よ
う
な
信
用
取
引
が
成
立
す
る
か
と
い
う
と
、

引
用
資
料
が
臭
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
王
公
や
ラ
マ
な
ど
有
力
者
と
の
信
用
関
係
を
構
築
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
く
、

三
六
頁
に
は
、

蒙
貨
流
通
過
程
中
に
参
加
す
る
各
取
引
機
関
の
系
列
的
考
察
に
依
れ
ば
、
販
子
の
取
引
は
、
蒙
古
王
公
、
牧
民
及
撥
子
を
相
手
と

し
て
行
は
れ
る
。

と
あ
り
、
ま
た
三
九
頁
に
は
、

特
に
、
張
家
口
の
販
子
に
就
て
述
ぶ
れ
ば
、
牲
畜
取
引
を
除
い
た
畜
産
品
取
引
、
即
ち
毛
皮
及
獣
毛
取
引
は
、
撥
子
又
は
主
要
地

方
市
場
に
近
い
蒙
古
人
（
王
公
貴
族
其
の
他
牧
民
）
を
相
手
と
し
て
の
大
量
買
付
が
一
般
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
販
子
は
撥
子
と
も
取
引
を
行
う
が
、
王
公
・
貴
族
・
僧
侶
な
ど
と
結
び
、
畜
産
品
を
大
量
買
い
付
け
し
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。
モ
ン
ゴ
ル
人
王
公
は
そ
の
販
売
代
金
を
北
京
で
消
費
し
た
模
様
で
あ
る
。
従
っ
て
内
モ
ン
ゴ
ル
は
内
地
に
対
し
て
大
幅
な

出
超
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
そ
の
全
て
が
現
銀
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
社
会
の
支
配
層
に
よ
っ
て
相
当

の
銀
資
金
が
内
地
に
還
流
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

話
を
戻
す
と
、
奥
地
で
は
物
々
交
換
で
取
引
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
集
散
地
で
は
銀
行
券
や
帖
子
（
商
務
会
の
保
証
に
よ
り
商
務
会
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員
が
発
行
す
る
兌
換
券
）
な
ど
の
紙
幣
が
通
行
し
て
い
た
。
銀
行
券
は
奉
天
票
（
東
三
省
官
銀
号
兌
換
券
）
と
熱
河
票
（
熱
河
興
業
銀

行
兌
換
券
）
が
有
力
で
あ
り
、
軍
閥
抗
争
の
影
響
を
受
け
て
流
通
範
囲
も
変
化
し
た
が
、
林
西
で
は
「
大
商
店
の
大
取
引
に
は
天
津
為

替
票
が
悦
ば
る
。
本
為
替
は
天
津
の
有
力
な
る
商
店
宛
送
り
た
る
為
替
票
に
し
て
、
そ
の
取
扱
の
至
便
な
る
と
又
価
値
変
動
な
き
為
で
、

本
市
場
及
び
赤
峰
等
天
津
の
商
店
と
取
引
多
き
市
場
に
於
て
は
大
に
悦
ば
れ
、
決
算
等
に
多
く
使
用
さ
る
ゝ
処
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う

に
、
天
津
為
替
も
通
貨
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
（
資
料

、
三
四

三
八
頁
）。
た
だ
、
資
料

、
二
一
二
頁
に
「
近
来
往
々
銀
貨

及
銀
塊
使
用
せ
ら
る
る
に
至
り
、
又
市
場
附
近
の
蒙
古
人
間
に
は
稀
に
紙
幣
を
も
流
通
せ
ら
る
る
こ
と
あ
る
も
、
尚
ほ
彼
等
の
間
に
は

貨
幣
に
対
す
る
観
念
十
分
徹
底
せ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
紙
券
類
の
使
用
は
集
散
地
の
漢
族
商
人
間
の
取
引
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
た

と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
撥
子
交
易
は
、
資
料

、
二

頁
に
、

今
彼
等
の
信
用
取
引
方
法
を
見
る
に
、
…
…
支
那
商
人
自
ら
蒙
古
人
の
需
要
品
を
満
載
せ
る
牛
車
を
率
ひ
奥
地
に
進
み
、
各
自
己

の
勢
力
範
囲
内
に
入
り
て
羊
牛
馬
そ
の
他
畜
産
物
と
交
換
売
買
し
、
一
年
二
回
乃
至
数
回
是
を
繰
返
へ
し
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
毎
年
一
・
二
回
乃
至
数
回
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
物
々
交
換
に
拠
る
た
め
、
日
常
的
な
資
金
の
移
動
を
必
要
と
し
な
い
。

そ
こ
で
集
散
地
に
お
い
て
は
、
撥
子
に
代
わ
っ
て
商
品
を
仕
入
れ
畜
産
品
を
販
売
す
る
桟
店
や
、
内
地
よ
り
雑
貨
を
仕
入
れ
る
雑
貨
店

は
、
銭
舗
の
票
期
に
即
し
た
決
算
期
を
定
め
て
い
た
。
こ
れ
は
標
期
と
呼
ば
れ
た
。
資
料

、
四

頁
に
は
、

標
期
と
は
各
商
店
間
の
決
算
期
を
定
め
し
も
の
に
し
て
、
一
年
を
分
ち
て
四
期
と
六
期
と
に
定
む
る
二
種
類
あ
り
。
即
前
者
に
於

て
は
陰
暦
四
月
、
七
月
、
十
月
、
十
二
月
と
定
め
、
後
者
は
二
月
、
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
、
十
二
月
の
六
期
に
分
ち
た
る

も
の
で
、
四
期
標
期
は
一
名
多
倫
標
期
と
も
称
じ
﹇
し
﹈、
ド
ロ
ン
・
張
家
口
一
帯
に
用
ひ
ら
る
ゝ
も
の
で
、
早
く
よ
り
山
西
商

人
に
よ
り
採
ら
れ
、
六
期
標
期
は
一
名
赤
峰
標
期
と
も
称
し
、
直
隷
商
人
に
よ
り
成
さ
れ
お
る
も
の
で
あ
る
。
而
て
是
等
は
両
者

共
毎
年
年
頭
に
於
て
銭
舗
組
合
と
商
務
総
会
と
が
協
議
の
上
そ
の
日
時
を
（
月
は
前
述
の
如
く
確
定
す
）
協
議
の
上
決
定
し
、
立

ろ
に
一
般
商
家
に
通
告
を
為
す
も
の
な
る
事
は
同
様
な
り
。
此
の
目
的
は
市
場
に
於
け
る
金
融
を
緩
和
し
、
標
期
間
に
各
商
店
の

山 本 進
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取
引
を
敏
活
な
ら
し
む
る
に
あ
る
。

と
あ
り
、
山
西
商
人
（
西
幇
）
と
直
隷
商
人
（
京
幇
）
と
の
間
で
回
数
は
異
な
る
が
、
集
散
地
の
銭
舗
組
合
と
商
務
総
会
が
協
議
し
て

標
期
を
設
け
、
雑
貨
売
込
商
と
雑
貨
店
と
の
間
、
特
産
物
買
付
商
と
桟
店
と
の
間
、
ま
た
撥
子
と
雑
貨
店
・
桟
店
と
の
間
の
金
融
調
整

を
行
っ
て
い
た
。
標
期
が
来
る
ま
で
は
売
買
に
貨
幣
が
動
か
な
い
の
で
、
集
散
地
で
の
貨
幣
流
通
量
は
少
な
く
て
も
済
む
の
で
あ
る
。

西
幇
と
京
幇
が
決
済
期
を
異
に
し
て
い
た
の
は
、
両
商
人
集
団
は
互
い
に
そ
の
商
圏
を
異
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
清
代
よ
り
、

熱
河
や
東
三
省
縁
辺
地
域
は
直
隷
商
人
が
進
出
し
て
お
り
、
張
家
口
か
ら
多
倫
に
か
け
て
は
金
融
面
で
優
位
に
立
つ
山
西
商
人
が
優
勢

で
あ
っ
た
が
、
民
国
期
に
な
る
と
、
直
隷
商
人
は
両
商
圏
の
中
間
地
帯
か
ら
更
に
は
西
幇
優
勢
地
帯
に
向
け
て
盛
ん
に
進
出
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
集
散
地
で
自
幇
に
有
利
な
決
済
制
度
を
採
用
さ
せ
る
こ
と
は
、
当
地
に
お
け
る
撥
子
交
易
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
に
結
び

つ
く
。
資
料

、
四

頁
、
前
引
部
分
の
直
前
に
は
、

今
是
等
（
張
家
口
・
多
倫
・
経
棚
・
林
西
及
び
奥
地

引
用
者
）
市
場
を
通
じ
て
見
る
に
、
其
の
闘
争
は
実
に
激
烈
を
示
し
、
而

も
露
骨
に
表
面
に
表
る
。
殊
に
そ
の
露
骨
化
す
る
は
商
務
会
長
選
挙
の
如
き
場
合
に
し
て
、
山
西
商
人
は
山
西
商
人
、
直
隷
商
人

は
直
隷
商
人
相
組
み
て
、
そ
の
自
己
派
よ
り
会
長
を
選
出
せ
ん
こ
と
に
熱
中
し
、
相
争
ふ
の
様
は
悽
愴
と
も
評
す
可
く
、
而
て
是

等
勢
力
奈
何
の
具
体
化
は
か
ゝ
る
商
務
会
長
選
出
奈
何
及
び
取
引
決
算
方
法
に
於
て
何
れ
の
標
期
が
多
く
用
ひ
ら
る
か
に
於
て
で

あ
る
。

と
あ
り
、
決
済
期
を
め
ぐ
る
争
奪
戦
は
熾
烈
を
極
め
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
期
的
趨
勢
と
し
て
は
直
隷
商
人
が
山
西
商
人
を
次
第
に
凌
駕
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
資
料

、
四
三
頁

に
は
、今

是
等
地
方
に
来
る
撥
子
を
見
る
に
、
小
庫
倫
、

南
、
赤
峰
、
烏
丹
城
、
林
西
方
面
よ
り
多
数
入
り
来
る
と
共
に
経
棚
、
多
倫

方
面
よ
り
来
る
も
の
多
く
、
現
在
に
於
て
は
尚
ほ
是
等
地
方
に
於
て
は
直
隷
商
人
と
山
西
商
人
と
は
六
対
四
位
の
勢
を
保
有
し
て

お
り
、
尚
ほ
前
述
の
未
開
地
土
着
商
舗
に
は
山
西
商
人
大
部
分
を
占
む
る
が
、
要
す
る
に
内
蒙
古
に
於
け
る
撥
子
と
し
て
の
勢
力

清末民国期の東部内蒙古における金融構造
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は
漸
時
﹇
次
﹈
直
隷
商
人
の
手
に
帰
し
つ
ゝ
あ
る
を
否
定
し
能
は
さ
る
処
で
、
主
な
る
原
因
は
内
蒙
古
に
於
け
る
撥
子
は
資
本
小

な
る
者
に
て
可
な
る
こ
と
、
地
理
的
関
係
及
び
山
西
商
人
の
多
く
は
張
家
口
、
多
倫
方
面
よ
り
外
蒙
に
対
す
る
行
商
に
全
勢
力
を

費
し
つ
ゝ
あ
る
事
等
が
そ
の
因
由
を
な
す
。

と
見
え
、
東
部
地
域
を
中
心
に
直
隷
商
人
の
勢
力
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
山
西
商
人
の
牙
城
で
あ
る
張
家
口
で
も
、

『
満
洲
日
日
新
聞
』
明
治
四
二
年
一

月
九
日
付
「
張
家
口
事
情
」
に
よ
る
と
、

張
家
口
商
人
は
由
来
土
著
の
も
の
極
め
て
少
く
、
率
ね
諸
方
よ
り
出
稼
せ
る
商
人
に
し
て
、
先
入
者
は
山
西
省
太
谷
、
楡
次
、
祁

県
地
方
の
商
人
に
依
り
数
百
年
来
開
発
せ
ら
れ
、
近
年
に
至
り
直
隷
省
天
津
・
南
宮
・
冀
州
商
人
の
侵
入
を
見
、
尋
で
山
東
・
広

東
商
人
の
影
を
認
む
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
二
三
年
前
ま
で
は
尚
山
西
商
人
の
独
占
に
帰
し
居
れ
る
が
、
端
な
く
も
天
津
方
面
に

於
て
稍
新
思
想
と
経
験
に
富
め
る
直
隷
商
人
と
相
戦
ひ
、
遂
に
敗
北
し
て
現
今
に
て
は
既
に
綿
布
の
一
塁
を
ば
敢
へ
な
る
も
直
隷

商
人
に
明
渡
す
の
已
む
な
き
に
至
り
、
僅
に
雑
貨
と
茶
商
と
の
地
盤
に
残
塁
を
固
守
せ
る
の
状
態
に
在
り
。
加
之
輸
出
貿
易
の
方

面
は
多
く
は
広
東
商
人
の
掌
握
す
る
所
た
り
。
唯
だ
併
し
乍
ら
山
西
商
人
は
今
日
時
勢
遅
れ
の
商
人
た
る
観
は
あ
れ
ど
も
、
票
荘

と
銭
舗
と
の
連
号
多
く
、
尚
未
だ
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
潜
勢
力
を
有
し
居
れ
り
。
尤
も
漸
次
交
通
機
関
の
開
展
せ
ら
る
ゝ
に
及
び
、

従
来
の
慣
習
を
飽
迄
改
更
せ
ざ
る
と
き
は
、
或
は
恐
る
、
終
に
直
隷
商
人
等
の
為
め
に
市
場
よ
り
駆
逐
せ
ら
る
ゝ
に
至
る
な
き
乎

を
。
兎
に
角
現
下
の
張
家
口
市
場
は
山
西
商
人
と
直
隷
商
人
と
の
角
逐
場
と
評
す
る
の
外
な
し
。

と
あ
り
、
天
津
・
南
宮
・
冀
州
出
身
の
直
隷
商
人
や
山
東
商
人
、
広
東
商
人
が
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
山
西

商
人
は
票
荘
・
銭
舗
な
ど
の
金
融
部
門
と
茶
移
出
部
門
で
は
依
然
優
勢
で
あ
る
も
の
の
、
清
末
段
階
で
既
に
内
外
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る

主
力
商
品
の
一
つ
で
あ
る
棉
布
移
出
部
門
を
直
隷
商
人
に
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
や
が
て
金
融
部
門
に
も
進
出
し
、
山

西
商
人
を
脅
か
す
存
在
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（

）

票
号
や
銭
舗
の
経
営
に
秀
で
て
い
る
と
は
い
え
、
手
工
業
や
近
代
工
業
と
の
繋
が
り
を
持

た
な
い
山
西
商
人
は
、
末
端
流
通
で
守
勢
に
立
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

山 本 進
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お
わ
り
に

清
初
よ
り
民
国
九
年
に
至
る
ま
で
、
中
国
本
土
と
内
外
モ
ン
ゴ
ル
と
の
交
易
は
持
続
的
に
発
達
し
た
。
ロ
シ
ア
革
命
と
外
モ
ン
ゴ
ル

の
独
立
に
よ
り
庫
倫
方
面
の
市
場
は
喪
失
し
た
も
の
の
、
東
部
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
磚
茶
や
棉
布
を
移
入
し
、
牲
畜
や
羊
毛
な
ど
の
畜
産

品
を
移
出
す
る
草
地
買
売
が
継
続
し
た
。
こ
れ
を
末
端
で
担
っ
た
の
が
撥
子
で
あ
る
。
奥
地
で
の
撥
子
交
易
は
基
本
的
に
物
々
交
換
で

あ
り
、銀
貨
は
貴
金
属
商
品
と
し
て
内
地
か
ら
一
方
的
に
移
入
さ
れ
る
に
止
ま
り
、貨
幣
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
集
荷
地
で
は
銅
銭
を
基
礎
と
し
た
吊
文
や
奉
天
票
・
熱
河
票
な
ど
の
紙
幣
も
使
用
さ
れ
た
が
、
貨
幣
に
よ
る
売
買
は
少
な
く
、
撥

子
と
雑
貨
商
や
桟
店
と
の
間
の
債
権
・
債
務
を
定
期
的
に
相
殺
す
る
標
期
決
済
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
雑
貨
商
が
商
品
を
移

入
す
る
時
、
あ
る
い
は
桟
店
が
畜
産
品
を
移
出
す
る
時
に
振
り
出
す
為
替
も
、
銭
舗
が
票
期
を
定
め
て
定
期
的
に
決
済
し
て
い
た
。

張
家
口
の
撥
兌
銀
や
朝
陽
の
過

取
引
の
よ
う
な
預
金
通
貨
は
、
東
三
省
や
山
東
な
ど
環
渤
海
交
易
圏
の
集
散
地
で
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
。

（

）

た
だ
、
他
の
諸
都
市
の
預
金
通
貨
が
専
ら
現
銀
の
欠
乏
を
補
填
す
る
目
的
で
設
け
ら
れ
た
の
と
は
少
し
異
な
り
、
張
家
口
や
朝

陽
の
場
合
、
奥
地
の
モ
ン
ゴ
ル
人
社
会
で
は
銀
貨
自
体
が
貨
幣
の
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
撥
兌
銀

や
過

取
引
は
単
な
る
貨
幣
の
節
約
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
貨
幣
自
体
が
通
行
し
得
な
い
社
会
で
の
交
易
活
動
を
円
滑
な
ら
し
む
る
た

め
、具
体
的
に
言
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
人
社
会
へ
の
一
方
的
な
現
銀
漏
出
を
防
遏
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註（

）
後
藤
冨
男
「
近
代
内
蒙
古
に
お
け
る
漢
人
商
人
の
進
出
」『
社
会
経
済
史
学
』
二
四
巻
四
号
、
一
九
五
八
年
。
な
お
万
暦
年
間

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
岩
井
茂
樹
「
十
六
・
十
七
世
紀
の
中
国
辺
境
社
会
」
小
野
和
子
編
『
明
末
清
初
の
社
会
と
文
化
』
京
都
大
学

清末民国期の東部内蒙古における金融構造
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人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
、
六
四

頁
を
参
照
。

（

）
佐
伯
富
「
清
代
塞
外
に
お
け
る
山
西
商
人
」『
東
方
学
会
創
立
二
十
五
周
年
記
念
東
方
学
論
集
』
東
方
学
会
、
一
九
七
二
年
、

同
「
清
代
に
お
け
る
山
西
商
人
と
内
蒙
古
」『
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
史
学
仏
教
学
論
集
』
藤
原
弘
道
先
生
古
稀
記
念
会
、
一
九

七
三
年
（
共
に
佐
伯
『
中
国
史
研
究
』
第
三
、
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
七
七
年
所
収
）。

（

）
黄
鑑
暉
『
山
西
票
号
史
（
修
訂
本
）』
山
西
経
済
出
版
社
、
二

二
年
、
一
四
三

一
四
四
頁
。

（

）
李
鴻
章
『
李
文
忠
公
全
集
』
奏
稿
巻
五
二
「
多
倫
木
税
核
実

理
摺
」（
光
緒
一

年
一
二
月
一
日
）

査
明
木
税
。
始
自
康
煕
四
十
年
。
其
時
克
什
克
騰
旗
山
場
。
木
植
繁
盛
。
商
販
衆
多
。
税
収
甚
旺
。
乾
隆
三
十
一
年
。
裁
汰
監
督
。

帰
同
知
徴
収
。
分
水
旱
両
項
。
以
紅
黄
松
木
。
堪
下
水
者
。
照
大
河
口
則
例
上
税
。
由

潮
等
河
転
運
。
其
短
小
者
。
為
旱
木
。

照
張
家
口
則
例
上
税
。
聴
其
運
赴
各
口
。
旋
経
明
定
税
額
。
毎
年
応
解
工
部
水
木
税
銀
六
千
四
百
余
両
。
枋
榔
把
杆
税
銀
二
百
四

十
余
両
。
又
解
戸
部
旱
木
税
銀
五
百
七
十
余
両
。
税
額
雖
定
。
而
山
場
附
近
大
木
。
已

伐
殆
尽
。
須
入
深
山
尋
覓
。
道
遠
費
繁
。

獲
利
有
限
。
商
多
裹
足
。
徴
収
不
能
如
数
。

至
道
光
二
十
四
年
。
僅
収
水
木
税
銀
八
十
一
両
零
。
旱
木
税
銀
二
両
零
。
計
欠
額

七
千
余
両
。
咸
豊
初
年
。
木
産
遂
絶
。
商
販
不
通
。
税
無
可
徴
。

（

）
光
緒
『
順
天
府
志
』
巻
一
一
、
京
師
一
一
、
関

。

（

）
『
光
緒
朝

批
奏
摺
』
第
一
一
三
輯
、
光
緒
七
年
一

月
二
日
、
庫
倫
掌
印

事
大
臣
喜
昌
。

（

）
『
内
外
蒙
古
接
壌
地
域
附
近
一
般
調
査
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
庶
務
部
調
査
課
、
一
九
二
四
年
、
九
五

九
六
頁
。

（

）
前
註
（

）
後
藤
、
六
四
頁
。

（

）
東
銭
の
行
使
地
域
は
直
隷
東
部
・
熱
河
・
奉
天
と
内
蒙
古
側
接
壌
地
域
で
あ
り
、
張
家
口
方
面
で
は
宣
銭
建
て
吊
文
が
使
用
さ

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿
「
清
代
東
銭
考
」『
史
学
雑
誌
』
一
一
四
編
三
号
、
二

五
年
。

（

）
黄
鑑
暉
『
明
清
山
西
商
人
研
究
』
山
西
経
済
出
版
社
、
二

二
年
、
一
八
一
頁
。

（

）
そ
も
そ
も
張
家
口
の
銭
舗
も
、
多
く
は
山
西
商
人
が
経
営
し
て
い
た
。
資
料

、
一
一
二
四
頁
「
張
家
口
の
金
融
貨
幣
及
度
量

伐

山 本 進
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衡
」
に
「
当
地
の
銭
荘
は
多
く
山
西
人
の
経
営
に
係
り
」
と
見
え
る
。

（

）
資
料

、
一
一
一
六
頁
「
小
庫
倫
（
綏
東
）
の
金
融
貨
幣
及
度
量
衡
」
に
「
此
地
も
亦
現
銀
不
足
の
故
を
以
て
朝
陽
に
於
け
る

過

と
同
様
帳
簿
上
の
決
済
を
な
す
も
、
未
た
一
般
に
行
は
れ
ず
」
と
見
え
る
。

（

）
本
章
執
筆
に
際
し
、
以
下
の
資
料
を
参
照
し
た
。

・
『
内
外
蒙
古
接
壌
地
域
附
近
一
般
調
査
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
庶
務
部
調
査
課
、
一
九
二
四
年
（
以
下
、
資
料

と
記
す
）

・
後
藤
英
男
『
東
蒙
に
於
け
る
撥
子
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
庶
務
部
調
査
課
、
一
九
二
五
年
（
以
下
、
資
料

と
記
す
）

・
『
張
家
口
を
中
心
と
す
る
流
通
機
構
に
就
て
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
産
業
部
資
料
室
、
一
九
三
六
年
（
以
下
、
資
料

と
記
す
）

・
『
張
家
口
に
於
け
る
旅
蒙
貿
易

所
謂
旅
蒙
業
に
就
い
て

』
蒙
疆
銀
行
調
査
課
、
一
九
三
九
年

（

）
民
国
期
、
冀
州
直
隷
州
南
宮
県
出
身
の
商
人
す
な
わ
ち
南
宮
幇
は
天
津
で
一
大
金
融
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
。
拙
稿
「
清

末
民
国
期
直
隷
に
お
け
る
棉
業
と
金
融

移
入
代
替
か
ら
移
出
志
向
へ

」
北
九
州
市
立
大
学
『
外
国
語
学
部
紀
要
』
一
二

号
、
二

七
年
。

（

）
拙
稿
「
清
末
東
三
省
の
幣
制

抹
兌
と
過
帳

」
九
州
大
学
『
東
洋
史
論
集
』
三
五
号
、
二

七
年
。
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